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○区分（ハ）：「専任の主任技術者の実務経験が1年以上ある者」 （注５）

※2級合格者：�令和3年度以降の2級建設機械施工管理第二次検定の合格者、または令和2年度までの　�
2級建設機械施工技術検定の合格者をいいます。

４．受検資格
　「第一次検定・第二次検定」の受検資格は、9頁までの表にある区分（イ）～（ニ）のいずれかに該当する
方となります。17頁の「６．提出書類」により、各区分に応じて必要な書類を提出してください。

○区分（イ）：「指導監督的実務経験が1年以上ある者」 （注１）

○区分（ロ）：2級合格者※で、「指導監督的実務経験が1年以上ある者」 （注１）

※2級合格者：�令和3年度以降の2級建設機械施工管理第二次検定の合格者、または令和2年度までの
2級建設機械施工技術検定の合格者をいいます。

１級建設機械施工管理技術検定（第一次検定・第二次検定）
最終学歴（注３）
または保有資格

必要とする実務経験年数（注２）（最終学歴卒業後に限る）
指定学科（注４） 指定学科以外（注４）

○ 

２ 

級 

合 

格 

者
※

合格後、３年以上の者 2級合格後に、専任の主任技術者の実務経験1年以上を含む3年以上の
実務経験がある者。

学校教育法による
・短期大学卒業者
・高等専門学校卒業者
・専門学校卒業者
　（専門士）

次のいずれかの者
① �卒業後、2級合格の種別につい
て2年以上の実務経験後に、専
任の主任技術者の実務経験1年
以上を含む4年以上、通算して6
年以上の実務経験がある者。

② �卒業後、2級合格の種別につい
て1年6月以上で、他の種別と
合わせて3年以上の実務経験後
に、専任の主任技術者の実務経
験1年以上を含む4年以上、通
算して7年以上の実務経験があ
る者。

学校教育法による
・高等学校卒業者
・中等教育学校卒業者
・専門学校卒業者
　（高度専門士・
　専門士を除く）

次のいずれかの者
① �卒業後、2級合格の種別につい
て2年以上の実務経験後に、専
任の主任技術者の実務経験1年
以上を含む4年以上、通算して6
年以上の実務経験がある者。

② �卒業後2級合格の種別について
1年6月以上で、他の種別と合
わせて3年以上の実務経験後に、
専任の主任技術者の実務経験1
年以上を含む4年以上、通算し
て7年以上の実務経験がある者。

次のいずれかの者
① �卒業後、2級合格の種別につい
て3年以上の実務経験後に、専
任の主任技術者の実務経験1年
以上を含む4年以上、通算して7
年以上の実務経験がある者。

② �卒業後2級合格の種別について
2年3月以上で、他の種別と合
わせて4年6月以上の実務経験
後に、専任の主任技術者の実
務経験1年以上を含む4年以上、
通算して8年6月以上の実務経
験がある者。

その他の者

次のいずれかの者
① �2級合格の種別について6年以上の実務経験後に、専任の主任技術者
としての実務経験1年以上を含む4年以上、通算して10年以上の実務
経験がある者。

② �2級合格の種別について4年以上で、他の種別と合わせて8年以上の
実務経験後に、専任の主任技術者としての実務経験1年以上を含む4
年以上、通算して12年以上の実務経験がある者。

○ 

そ 

の 

他 

の 

者

学校教育法による
・高等学校卒業者
・中等教育学校卒業者
・専門学校卒業者
　�（高度専門士・専門
士を除く）

卒業後、専任の主任技術者の実務
経験1年以上を含む8年以上の実務
経験がある者。

＊（注６）を必ず確認してください。

卒業後、専任の主任技術者の実務
経験1年以上を含む9年6月以上の
実務経験がある者。

＊（注６）を必ず確認してください。

その他の者
指導監督的実務経験1年以上を含む13年以上の実務経験がある者。

＊（注６）を必ず確認してください。

 

最終学歴（注３）または保有資格
必要とする実務経験年数（注２）（最終学歴卒業後に限る）

指定学科（注４） 指定学科以外（注４）
学校教育法による
・大学卒業者
・高度専門士

卒業後3年以上の実務経験
（ 1年以上の指導監督的実務経験
を含む。）

卒業後4年6月以上の実務経験
（ 1年以上の指導監督的実務経験
を含む。）

学校教育法による
・短期大学卒業者
・高等専門学校卒業者
・専門学校卒業者（専門士）

卒業後5年以上の実務経験
（ 1年以上の指導監督的実務経験
を含む。）

卒業後7年6月以上の実務経験
（ 1年以上の指導監督的実務経験
を含む。）

学校教育法による
・高等学校卒業者
・中等教育学校卒業者
・�専門学校卒業者
  （高度専門士・専門士を除く）

卒業後10年以上の実務経験
（ 1年以上の指導監督的実務経験
を含む。）

卒業後11年6月以上の実務経験
（ 1年以上の指導監督的実務経験
を含む。）

その他の者
（最終学歴が中学校卒業者） 卒業後15年以上の実務経験（1年以上の指導監督的実務経験を含む。）

最終学歴（注３）
または保有資格

必要とする実務経験年数（注２）（最終学歴卒業後に限る）
指定学科（注４） 指定学科以外（注４）

○２級合格後、５年以上の者 2級合格後に、指導監督的実務経験1年以上を含む5年以上の実務経験がある者。

○
２
級
合
格
後
、
５
年
未
満
の
者

学校教育法による
・高等学校卒業者
・中等教育学校
　卒業者
・専門学校卒業者
　�（高度専門士・
　専門士を除く）

次のいずれかの者
① �卒業後、2級合格の種別について
2年以上の実務経験後に、指導監
督的実務経験1年以上を含む6年
以上、通算して8年以上の実務経
験がある者。

② �卒業後、2級合格の種別について
1年6月以上で、他の種別と合わ
せて3年以上の実務経験後に、指
導監督的実務経験1年以上を含む
6年以上、通算して9年以上の実
務経験がある者。

次のいずれかの者
① �卒業後、2級合格の種別について
3年以上の実務経験後に、指導監
督的実務経験1年以上を含む6年
以上、通算して9年以上の実務経
験がある者。

② �卒業後、2級合格の種別について
2年3月以上で、他の種別と合わ
せて4年6月以上の実務経験後に、
指導監督的実務経験1年以上を含
む6年以上、通算して10年6月以
上の実務経験がある者。

その他の者

次のいずれかの者
① 2級合格の種別について6年以上の実務経験後に、指導監督的実務経験�
　 1年以上を含む6年以上、通算して12年以上の実務経験がある者。
② �2級合格の種別について4年以上で、他の種別と合わせて8年以上の実務
経験後に、指導監督的実務経験1年以上を含む6年以上、通算して14年
以上の実務経験がある者。
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◎区分（イ）～（ニ）に係る学歴について○区分（ニ）：�「指導監督的実務経験が1年以上（注１）、かつ5年以上の実務経験後に専任の監理技術者
の指導のもとにおける実務経験が2年以上ある者」（注７）

※2級合格者：�令和3年度以降の2級建設機械施工管理第二次検定の合格者、または令和2年度までの
2級建設機械施工技術検定の合格者をいいます。

◎区分（イ）～（ニ）に係る用語の説明 

最終学歴（注３）
または保有資格

必要とする実務経験年数（注２）（最終学歴卒業後に限る）
指定学科（注４） 指定学科以外（注４）

学校教育法による
・高等学校卒業者
・中等教育学校卒業者
・専門学校卒業者
　�（高度専門士・
　専門士を除く）

卒業後、8年以上の実務経験がある
者で、次の①および②の要件を満た
す者。
① �指導監督的実務経験が1年以上あ
ること。

② �5年以上の実務経験の後に、専任
の監理技術者による指導を受けた
実務経験が2年以上の実務経験が
ある者。

○ 2級合格者※ 2級合格後に、指導監督的実務経験1年以上と、専任の監理技術者による
指導を受けた実務経験が2年以上を含む3年以上の実務経験がある者。

（注１）
指導監督的実務経験は、実務経験のうち、施工監督等の立場で、部課や下請負者等に対して、建
設機械施工に関する技術的な指導監督を行った経験です。詳細は13頁の「5．実務経験（1）、⑦」
をご覧ください。

（注２）

実務経験年数は、受検者が実際に従事した建設工事における建設機械施工の工事期間です。詳
細は11頁からの「５．実務経験（1）、①～③」をご覧ください。
第一次検定の試験の前日（令和3年6月19日）までを実務経験年数として見込むことができます
が、見込みの実務経験年数に変更があった場合、必要な修正申告をしないと、不正行為として
受検の停止や合格の取消となる場合がありますので注意してください。
実務経験証明書の記載にあたっては、19頁からの「７．提出書類の記載方法等」をご覧ください。

（注３）
最終学歴は、実務経験の前に卒業した学校となります。定時制または通信制の学校に在学中の
経験や入学前の経験を実務経験とする場合は、その実務経験の前に卒業した学校を最終学歴と
してください。詳細は12頁の「5．実務経験（1）、③」をご覧ください。

（注４） 指定学科は、「受検の手引（別冊）」の指定学科・専修学校等一覧でご確認ください。この別冊に
記載された学科以外のものが「指定学科以外」になります。

（注５）

専任の主任技術者の実務経験は、建設業法第26条第3項により専任の技術者の配置が義務づけ
られた工事での主任技術者の経験をいいます。
専任の技術者の配置が必要な工事とは、請負代金額が一定以上となる公共性のある施設等に関
する重要な建設工事です。詳細は11頁からの「5．実務経験（ 1）、⑧および用語の説明」をご覧
ください。

（注６）

建設業法第7条により、実務の経験により主任技術者となるためには以下の実務経験が必要です。
高校および中等教育学校の指定学科の卒業の者は5年以上、指定学科以外を含むその他の者は
10年以上の実務経験が必要です。専任の主任技術者の実務経験は、この資格要件を満たした後
のものに限られます。
上記のほかに主任技術者となるためには、国土交通大臣が認定する資格（土木施工管理技士等）
の資格取得が必要です。この資格を取得している方は、資格証の写しを必ず添付してください。

（注７）
専任の監理技術者の配置が必要な建設工事は、特定建設業の許可を受けた建設業者が、発注者
から直接工事を請け負う一定額以上の工事に限られます。詳細は11頁からの「5．実務経験（1）、
⑨および用語の説明」をご覧ください。

（※１）
高度専門士とは、学校教育法により「専門学校」と称することができる専修学校のうち、修業年
数が4年以上、全課程の修了に必要な総授業時間が3, 400時間以上などの規定を満たす教育課
程の修了を認定された者をいいます。

（※２） 短期大学卒業者には、旧専門学校卒業程度検定規定（昭和18年文部省令第46号）による検定合
格者が含まれます。卒業した学科により指定学科と指定学科以外に区分されます。

（※３）
専門士とは、学校教育法により「専門学校」と称することができる専修学校のうち、修業年数が
2年以上、全課程の修了に必要な総授業時間が1, 700時間以上などの規定を満たす教育課程の
修了を認定された者をいいます。

（※４）

高等学校卒業者には、旧実業学校卒業程度検定規定（大正14年文部省令第30号）による検定合
格者が含まれます。卒業した学科により指定学科と指定学科以外に区分されます。また、次の
①～⑦の試験の合格者または卒業者は、高等学校の指定学科以外の卒業者となります。
① 高等学校卒業程度認定試験規則（平成17年文部科学省令第1号）による試験
② 旧大学入学試験検定規程（昭和26年文部省令第13号）による検定
③ 旧専門学校入学者検定規程（大正13年文部省令第22号）による検定
④ 旧高等学校高等科入学資格試験規程（大正8年文部省令第9号）による試験
⑤ 旧高等学校令（大正7年勅令第389号）による高等学校の尋常科
⑥ 旧青年学校令（昭和14年勅令第254号）による青年学校本課
⑦ �旧師範教育令（昭和18年勅令第109号）による付属中学、師範学校予科若しくは青年師範学
校予科卒業又は修了者。

（※５） 国外の学校を卒業された方については、13頁をご覧ください。




